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手
を
つ
な
ぐ
育
成
会

「
サ
マ
ー
ス
ク
ー
ル
」

福
祉
課  
66
◆
1
1
0
6

蒲
郡
市
手
を
つ
な
ぐ
育
成
会
で

は
、
知
的
障
害
の
あ
る
児
童
・
生

徒
を
対
象
に
、
夏
休
み
期
間
中
の

ふ
れ
あ
い
の
場
を
設
け
ま
し
た
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
も
お
気
軽
に

ご
参
加
く
だ
さ
い
。

と　

き 

7
月
31
日
S・8
月
8
日

T
・
22
日
T　

午
後
2
時
〜
3
時

と
こ
ろ　

勤
労
福
祉
会
館

内　

容　

造
形
遊
び
、
リ
ズ
ム
遊

び
、
絵
画
遊
び

対　

象　

適
正
学
級
の
児
童
・
生

徒
、
市
内
在
住
の
養
護
学
校
生

徒（
参
加
は
保
護
者
同
伴
）

参
加
費　

1
日
300
円

申
し
込
み 

児
童
・
生
徒
は
各
学

校
、ボ
ラ
ンテ
ィ
ア
参
加
者
は
社
会

福
祉
協
議
会（
1
69
◆

３
９
１
１
）

へ
。

家
屋
調
査
に
ご
協
力
を

税
務
課  

66
◆
1
1
1
4

新
築
・
増
築
・
取
り
壊
し
な
ど

を
行
っ
た
家
屋
の
調
査
を
実
施
し

て
い
ま
す
。
税
務
課
職
員
が
伺
っ

て
建
築
確
認
書
、
見
積
書
な
ど
の

資
料
を
み
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が

あ
り
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。
な
お
、
家
屋
を
取
り

壊
し
た
と
き
、
土
地
の
地
目
を
変

更
し
た
と
き
、
土
地
・
家
屋
の
利

用
方
法
を
変
更
し
た
と
き
は
、
税

務
課
ま
で
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

し
尿
く
み
取
り
の
お
盆
休
み

環
境
課  

66
◆
1
1
2
1

く
み
取
り
業
者
が
8
月
13
日
R

〜
16
日
U
ま
で
休
業
し
ま
す
。

第
2
土
曜
日
の
8
月
9
日
U

は
、
く
み
取
り
を
行
い
ま
す
。

定
額
制
の
世
帯
…
く
み
取
り
予
定

日
が
休
業
期
間
と
な
っ
て
い
る

と
こ
ろ
は
、
休
業
期
間
の
前
後

の
く
み
取
り
と
な
り
ま
す
。

従
量
制
の
世
帯
…
早
め
に
業
者
に

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

8
月
は
福
祉
給
付
金
の

支
給
申
請
月
で
す

保
険
年
金
課  

66
◆
1
1
0
2

オ
レ
ン
ジ
色
の
福
祉
給
付
金
支
払

証
明
書
を
お
持
ち
の
方
で
、
病
院
や

薬
局
で
老
人
医
療
一
部
負
担
金
の
支

払
い
を
さ
れ
た
方
は
、
福
祉
給
付
金

の
支
給
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

と　

き
・
と
こ
ろ

8
月
1
日
T
〜
29
日
T

保
険
年
金
課
福
祉
医
療
担
当

8
月
6
日
R

西
部
市
民
セ
ン
タ
ー

8
月
7
日
S

東
部
市
民
セ
ン
タ
ー

※
西
部
・
東
部
市
民
セ
ン
タ
ー
の
受
付

時
間
は
午
前
9
時
〜
午
後
4
時

持
参
す
る
も
の　

福
祉
給
付
金
支

払
証
明
書
・
本
人
名
義
の
預
金

通
帳（
郵
便
局
を
除
く
）・
各

医
療
受
給
者
証
・
印
鑑（
ス
タ

ン
プ
印
は
除
く
）

医
療
費

医
療
費
受
給
者
証
の
更
新

保
険
年
金
課  

66
◆
1
1
0
2

8
月
1
日
T
か
ら
、
次
の
受
給

者
証
が
更
新
と
な
り
ま
す
。

○老
老
人
医
療
費
受
給
者
証

○母
母
子
家
庭
等
医
療
費
受
給
者
証

○傷
戦
傷
病
者
医
療
費
受
給
者
証

○障
7
月
31
日
が
期
限
の
障
害
者
医

療
費
受
給
者
証

○老
○母
○傷
の
受
給
者
証
を
お
持

ち
の
方
は
、
更
新
の
ご
案
内
を
し

ま
す
の
で
更
新
の
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。

○障
の
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
方

は
7
月
下
旬
に
新
し
い
受
給
者
証

を
郵
送
し
ま
す
の
で
、
8
月
か
ら

は
、
必
ず
新
受
給
者
証
を
病
院
な

ど
の
窓
口
に
提
示
し
、
受
診
し
て

く
だ
さ
い
。

古
い
受
給
者
証
は
保
険
年
金
課

ま
た
は
東
・
形
原
・
西
浦
の
各
出

張
所
へ
お
返
し
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険
標
準
負
担
額

認
定
証
の
申
請
お
よ
び
更
新

保
険
年
金
課  

66
◆
1
1
0
3

国
民
健
康
保
険
の
方
が
入
院
し

た
場
合
、
食
事
療
養
費
の
自
己
負

担
額
は
1
日
に
つ
き
780
円
で
す
。

市
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
は
、

「
国
民
健
康
保
険
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証
」ま
た
は「
限
度
額
適
用・

標
準
負
担
額
認
定
証
」
の
交
付
申

請
を
す
る
と
、
こ
の
自
己
負
担
額
が

減
額
が
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
長
期

入
院
該
当
（
入
院
日
数
が
90
日
を

超
え
る
場
合
）
の
方
に
つ
い
て
も
減

額
さ
れ
ま
す
。

初
め
て
減
額
認
定
証
を
交
付
申

請
す
る
方
は
随
時
受
け
付
け
て
い

ま
す
の
で
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
現
在
交
付
さ
れ
て
い
る
減

額
認
定
証
の
有
効
期
限
は
、
平
成

15
年
7
月
31
日
ま
で
で
す
。
引
き

続
き
入
院
さ
れ
る
方
は
、
必
ず
7

月
中
に
更
新
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

い
。
減
額
認
定
証
の
更
新
手
続
き
は

7
月
31
日
E
ま
で
受
け
付
け
ま
す
。

○
持
参
す
る
も
の

　

印
鑑
・
保
険
証
・
減
額
認
定
証

（
旧
証
の
あ
る
方
）

※
長
期
入
院
に
該
当
す
る
場
合
は
、

病
院
の
領
収
書（
申
請
日
を
含
め

た
前
12
カ
月
で
入
院
期
間
が
90

日
を
超
え
る
と
わ
か
る
も
の
）

「広報がまごおり」は自然保護のため、再生紙（古紙100%）を使用しています。        

人権相談
行政相談
よろず相談

7月30日�
午前10時～午後4時

名　称 と　き ところ 相談員 問合先

市　民
相談室

市民課
166◆1110

小 林 敏 弘
牧 原 正 枝

8月6日�
午前10時～午後4時

榎 本 　 保
白 川 節 子

税 務 相 談 室
豊橋分室相談官

7月23日�
午前10時～午後4時 金 澤 佳 子

名　称 と　き ところ 相談員 問合先お気軽にご相談ください 相談は無料。秘密厳守です。

法律相談
（予約制）

8月6日�・8月13日�
午後1時～4時

予約受付：8月6日は7月
28日�、8月13日は8月
4日�午前8時30分か
らです

8月11日�

午前9時30分～正午

弁 護 士

介護相談員

市 民
相談室

市民課
166◆1110

税 務相談 8月12日�
午前10時～午後3時

税務課
166◆1116

長寿課
166◆1176介 護相談

交通事故相談
（予約制）

8月6日�
午後1時～4時 愛知県相談員
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し
尿
く
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取
り
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8
月
は
福
祉
給
付
金
の

支
給
申
請
月
で
す

保
険
年
金
課
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○母
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○障

医
療
費
受
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者
証
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新

保
険
年
金
課
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66
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国
民
健
康
保
険
標
準
負
担
額

認
定
証
の
申
請
お
よ
び
更
新

23


